
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

  当社は、株主をはじめ多様なステーク・ホルダーとの適切な関係を維持し、社会に対する責任を果たしながら事業活動を行うことが、長期的な 
業績向上や持続的成長の目的達成に最も重要な課題のひとつと位置づけています。コーポレートガバナンスの機能を充実させ、透明性と公正性 
の高い経営を確立することは当社の重要な基本的責務です。 
  このため、当社は取締役会、監査役会を中心とした経営の監督・監視機能を強化し、内部統制・リスク管理等の問題に対処するため、コーポ 
レート・ガバナンス体制を整備し、以下の通り実施してまいります。 

２．資本構成 

【大株主の状況】

 

補足説明 

―――  

３．企業属性 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

―――  

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

現状、当社のコーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はございません。  

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE TAKASHIMA&CO.,LTD.

最終更新日：2011年7月15日

高島株式会社
高島幸一

問合せ先：常務取締役経営管理本部長 大畑恭宏
証券コード：8007

http://www.tak.co.jp/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

外国人株式保有比率 10%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）
高島取引先持株会 4,450,179 9.74

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 4,018,000 8.80

みずほ信託銀行株式会社 2,138,000 4.68

東京海上日動火災保険株式会社 2,061,500 4.51

株式会社三井住友銀行 1,818,750 3.98

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 1,011,000 2.21

株式会社クラレ 1,006,250 2.20

旭化成建材株式会社 815,000 1.78

日本証券金融株式会社 602,000 1.31

高島従業員持株会 576,275 1.26

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 卸売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数
10社以上50社未満



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

【監査役関係】 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

監査役は、会計監査人から監査の経過と結果の報告及び説明を受けるとともに、定期的又は、必要時に意見や情報の交換をおこなうほか、必要 
に応じて会計監査に立ち会うなど密接に連携してガバナンス体制の監視を行っております。  

会社との関係(1) 

※１ 会社との関係についての選択項目 

会社との関係(2)

 

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任していない

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

氏名 属性
会社との関係(1)

a b c d e f g h i
久保田 民雄 他の会社の出身者    ○    ○  

三浦 昭彦 公認会計士        ○  

永沢 徹 弁護士    ○    ○  

a 親会社出身である
b その他の関係会社出身である
c 当該会社の大株主である
d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものである
g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
i その他

氏名
独立
役員 適合項目に関する補足説明

当該社外監査役を選任している理由（独立
役員に指定している場合は、独立役員に指

定した理由を含む）

久保田 民雄  
9年前まで当社の主要取引金融機関に在 
籍しておりましたが、取引に関して当社 
と直接の関係はありませんでした。

金融関係業務等で培った幅広い実務経験によ 
って、取締役の職務執行の監査を客観的な視 
点で実施するため



【独立役員関係】 

その他独立役員に関する事項 

―――  

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明 

主要な取締役が役員持株会に加入しており一定株数を保有することとしております。  

該当項目に関する補足説明 

―――  

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明

 

当社の取締役に支払った報酬は67百万円であり、監査役に払った報酬は30百万円であります。この内、平成23年6月29日開催の第123期定時株 
主総会終結の時をもって退任した1名の取締役の報酬が含まれております。  

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

株主総会において取締役報酬限度枠を決定し、配分については会社業績及び社内規定等に基づき行っております。  

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

社外監査役のサポートは経営企画ユニットが行っております。社外監査役への情報伝達は電子メールなどを活用して必要な資料を提供しており 
ます。  

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

 

当社は監査役会設置会社であり、当社の事業規模・内容から監督機能が有効に機能する体制であると判断しております。 
効率的な意思決定・適正な監督及び監視を可能とする経営体制を構築し、充実したコーポレートガバナンスを実現すべく当社は、下記の施策を行 
っています。 
   
   １．取締役会 
      当社は毎月取締役会を開催し、法令、定款に定める事項及び当社グループに関する重要な事項の決定、各取 
    締役の業務遂行状況について監督・監視をしております。 
 
   ２．監査役会 
     監査役会は社外監査役３名を含む監査役４名で構成し、原則として毎月監査役会を開催しております。また業務 
    執行会議といった重要な社内会議への出席、社内で決定された重要事項等の報告を受けることで、取締役の業務 
    執行の監督・監査の実効性を実現しております。 
    
   ３．経営諸会議 
      当社は業務執行会議を毎月開催し、業務執行上の主要課題の十分な検討を実施しております。また、必要に応 

三浦 昭彦 ○

独立役員に選任しております。 
当社と三浦氏の間には取引関係が一切 
なく、一般株主と利益相反が生じる立場に 
はありません。また独立役員の要件を満 
たす社外役員の内、特に独立性も高く、 
中立的な立場から助言を頂いておりま 
す。 

会計士としての幅広い経験・実績で培った企業 
会計・経営に関する高い見識によって、取締役 
の職務執行の監査を客観的な視点で実施する 
ため

永沢 徹  
10年前より当社の顧問弁護士として専門 
的立場からの助言を受けております。

弁護士としての幅広い経験・実績で培った企業 
法務・経営に関する高い見識によって、取締役 
の職務執行の監査を客観的な視点で実施する 
ため

独立役員の人数 1 名

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

ストックオプションの付与対象者

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

あり



    じて重要事項を関連取締役で協議する経営会議や関係幹部を招集して諮問事項の審議を行う審議委員会を開催 
    しております。 
 
   ４．監査の状況 
      当社は内部監査部門として、内部監査統括部を設置しております。当部署にて内部統制システムの整備状況及 
    び業務遂行の適切性の調査を行い、改善等の指導を行っております。また監査役会と内部監査統括部は必要に応 
    じ意見交換を行い、連携をすることで監査機能の強化に取り組んでおります。 
      当社は会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人を選任し、監査役及び内部統制統括部とも連携し監査の適 
    正性を確保しております。当社の会計監査業務を執行したのは、公認会計士 佐野裕氏及び御厨健太郎氏で、会計 
     監査業務に係わる補助者は、公認会計士９名、その他１１名であります。なお、継続監査年数については７年未満の 
    ため記載しておりません。 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

 

※現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由を記載してください。 
 
    当社は社外取締役を選任しておりませんが、独立役員を含む３名の社外監査役が常時取締役会に出席し、中立的立場から取締役の業務執 
  行に対する監視機能を果たしております。また監査役会は内部監査部門・会計監査人と密接に連携することで厳正な監査を実施しております。 
   以上により、当社のコーポレートガバナンスの実効性は充分に確保されていると考えております。  



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況 

２．ＩＲに関する活動状況 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

補足説明

その他 ビジュアル化による総会運営を実施しております。

補足説明
代表者自身
による説明
の有無

IR資料のホームページ掲載 決算短信、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書及び四半期報告 
書

その他 新規ビジネス、決算予想等の広報を実施しております。

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 環境管理委員会を設置し、ISO14001を取得。環境に配慮したビジネスの推進をしております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

※内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況を記載してください。 
 
  当社は業務分掌ごとの決裁権限・責任基準を明確に定め、中期・年度計画を通じて経営方針を徹底する組織運営のほか、重要な経営方針、 
経営戦略、経営リスク等を審議する諸会議を設置し、透明で効率的な経営を目指しております。 
  社内組織から独立して内部監査を担当する内部監査統括部は監査役、監査法人とも連携して、当社グループの決算情報の信頼性はもとより、 
内部統制・リスクマネジメントの全般に関して業務運営の妥当性、有効性を監査するとともに改善策の提案を行っています。 
 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

※反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況を記載してください。 
 
  当社は、「コンプライアンス基本規定」において、反社会的勢力との関係は断固遮断・排除することを明記しており、反社会的勢力とは一切関係 
を持たず、反社会的勢力から不当な要求を受けた場合には毅然とした態度で対応することとしております。 
  また、社内情報連絡を円滑にするとともに関係各部署並びに顧問弁護士とも連携して対応し、また「地区特殊暴力防止対策協議会」への加入 
を通じて、その実効性を確保しております。  



Ⅴその他 

１．買収防衛策の導入の有無 

該当項目に関する補足説明 

当社は、企業価値の増大に引き続き努めることで、株主共同の利益の維持・向上を図ってまいります。  

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

諸規定の見直しとコンプライアンス基本規定等の制定取組みを行っております。  

買収防衛策の導入の有無 なし



    当社のコーポレートガバナンス体制を模式図で示すと次のとおりであります。 

  

選任・解任 

株   主   総   会 

取締役会 監査役会 

代表取締役 内部監査 

業務執行会議・経営会議・審議委員会 

選任・解任 

選任・解任 連携 

業  務  担  当  部  門 

意見陳述 

選任・解任 

会計監査人 報告 


